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おわりに

はじめに

中国における高等教育の拡大は，私的負担の増大に
よって達成された。家計の教育費負担は，現在大きな
社会問題となっており，四年制大学在学者に占める貧
困学生の割合はすでに２割を超えている。そのような
中で，家計困難で進学断念・修学困難な学生を支援す
るために，経済支援政策は大きな意味を持つ。中国に
おける経済支援政策は，プログラムの充実と見直しが
頻繁に行われており，給付奨学金はもちろん，貸与奨
学金も含め，多様な経済支援システムが形成されてい

る。
ところで，中国の経済支援政策はどのような歴史を

経て現在に至っているのか，また実際の利用状況はど
うなっているのか。本稿ではまず，経済支援の在り方
について整理を行った後，中国における大学生への経
済支援政策の変遷を概観する。そして，今まで研究対
象として重視されてこなかった地方大学に焦点を当
て，現在の経済支援の利用状況を明らかにする。以上
の分析を通して，経済支援政策の問題点と示唆を探る
ことを目的とする。

１．経済支援とは

大学生への経済支援とは，能力のある学生に対し
て，奨学金の給付・貸与を行い，経済的理由により修
学を断念する学生に修学を促すことを目的とする。
経済支援は，支援時期によって二つに分けられる

（小林２００９）。一つは進学前の経済支援であり，主に進
学選択に影響する。これは学力があるのに，経済的理
由で進学を諦める学生が対象となっている。もう一つ
は，在学中の経済支援である。これは学生の修学を奨
励し，大学生活を継続させるための経済的な援助であ
る。
では実際に行われている経済支援はどのように区別

できるだろうか。学生に対する経済支援は大きく分け
れば給付（奨学金）と貸与（ローン）の二種類に分け
られる。そのうち，給付（奨学金）の場合，経済支援

Scholarship Program for College Students in China

―a case study of a regional university A―

Shuai WANG

After the introduction of the policy for promoting higher education, the students unaccepting higher education has been drawn

attention of the society. In order to ensure their opportunity to accept higher education without being influenced by their financial

conditions, several types of scholarship programs have been developed. After discussing the introduction of scholarship in China,

this paper attempts to analyze the status quo of scholarship through the questionnaire to the students in a local university.

中国における大学生への経済支援制度

―地方Ａ大学の事例―

大学経営・政策コース 王 帥



の平等性と効率性を考慮する上で，支援の目的別に，
メリット型（merit based）とニード型（need based）に
分けられる。メリット型は「育英」が目的であり，学
業成績優秀，あるいは各分野で活躍する学生を対象と
している。したがって学業成績が受給者を選考する際
に最も有力な指標である。ニード型は「奨学」が目的
であり，教育の機会均等を実現するために，家計状況
が裕福ではない学生を対象とする奨学金である。その
ため学業成績よりはむしろ家計状況が一番の指標要因
として選考を行っている。貸与（ローン）は一時的に
家計状況が厳しい学生を対象に低金利で修学を援助す
る政策であるが，近年では，返済滞納が大きな社会問
題となっている。

図１ 奨学金タイプ

以上の内容から，奨学金の受給形式（給付／貸与）
と受給基準（学業成績／ニード），という二つの軸を
立てると，奨学金は三つのタイプに分けられる。図１
よりそれぞれのタイプを確認すると，タイプ Aは給
付かつ学業重視の奨学金タイプで，優秀な学生を奨励
する目的である。次にタイプ Bは給付かつニード基
準重視の奨学金タイプである。こちらの奨学金タイプ
は主に家計困難な学生を援助するための奨学金であ
り，生活費を補助する程度の金額で，受給者が比較的
に多い。さらにタイプ Cは貸与かつニード基準重視
の奨学金タイプである。

２．中国における経済支援制度の変遷

１９４９年に中華人民共和国が建国されて以来，社会と
経済の発展に合わせて，中国における大学生への経済
支援政策は三つの段階にわたって発展してきた。以下
ではその三つの段階別にどのような政策がとられてい
たか，その推移を概観する。

Ａ．第１段階（１９５２年～１９８２年）

この段階は中華人民共和国が誕生し，社会全般に及
ぶ調整が行われた時期であり，大学生への経済支援政
策調整に関しては，初めて制度が実施された段階であ
る。エリート養成を目的とし，授業料免除以外に人民
助学金も支給したことが特徴として挙げられる。
高等教育機関数は１９５３年以前１８２校であったが，そ

のうち大学は１４校だけであった。大学数は少なく，そ
の教育内容も理論的課程より，技術的訓練を重視した
内容が主であった。大学在学者数は１９４９年では約１１万
人であったが，１９５５年には約２８万まで増加した。しか
し入学者数の多くは労働者と兵士であり，大学で教え
られる内容を理解するのに必要な知識や素養を持って
いなかった。専門分野別の分布をみると，最も増加率
が高かったのは技術部門であり，専門分野全体の３０％
～４０％を占めていた。
このような高等教育量的発展を背景とするなか，経

済支援に関する主な政策及び文件は表１の通りであ
る。１９５２年７月８日に政府は「全国高等教育機関学生
及び中等教育機関学生の人民助学金に関する通知」を
発表し，同年７月２３日に教育部は「全国教育機関教職
員賃金の調整及び人民助学金の金額標準に関する通
知」を発表した。これらの通知では，高等教育機関で
は在学期間中に授業料を免除すると同時に，学生全体
に対する助学金も支給することが定められた。助学金
の金額は月１２元を基本として分配された（１９５２年１人

表１ 第１段階で主な政策及び文件

年月日 主な政策及び文件名 主な内容

１９５２年７月８日 「全国高等教育機関学生及び中等教育機関学生の人民助学金に関する通知」 授業料免除＋人民助学金

１９５２年７月２３日 「全国教育機関教職員賃金の調整及び人民助学金の金額標準に関する通知」 助学金の月額：１２元／月

１９５５年８月 「全国高等教育機関（師範大学を除き）の学生に対する人民助学金の実施方
法について」

全員支給から部分支給へ変更

１９７７年１２月１７日 「普通高等教育機関，中等専門学校及び技術学校において人民助学金制度の
実施について」

全員支給から部分支給へ変更

出典：各年版『人民日報』から作成
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当たりの年間収入平均金額が１１０元）。この二つの通知
は，中国全国で「授業料免除＋人民助学金」の経済支
援政策が確立されたことを意味したのである。
この「授業料免除＋人民助学金」の経済支援政策は，

以後１９８３年までの３０年間実施された。この間，いくつ
かの調整があったが，それは主に助学金の金額と支給
学生範囲の調整であった。１９５５年８月に教育部は人民
助学金をより効率的に使うために「全国高等教育機関
（師範大学を除き）の学生に対する人民助学金の実施
方法について」の通知を公表した。それまでは助学金
が学生全体を対象に支給されていたが，１９５５年１０月よ
り支給対象を一部の学生とするよう変更されたのであ
る。これは支給学生範囲の調整であった。
１９５５年以降の約１０年間にわたって，中国社会は大躍
進段階１）に進み，高等教育の内容まで変化した。科学
技術の普及を促進し，国全体の経済的発展を支援する
ために，１９６４年には再度人民助学金に関する調整が行
われた。助学金金額を月１２元から１５元まで（１９６４年１
人当たりの年間収入平均金額が１４０元）引き上げ，受
給学生の比率も７０％から７５％まで上昇した。
１９６６年からの１０年間は「文化大革命」の時期であり，
中国における教育は大きな損害を受けた。大学の学生
募集は５年間，大学院生の募集は１２年間停止され，教
育は混乱し，授業は短縮され，試験も廃止された。こ
の１０年間で大学院生１０万人，大学生と高等専門学生で
１００万人，中等専門学生で２００万人もの学生が減少し，
人材不足から経済発展に深刻な影響を与える結果と

なった。この時期に大学生経済支援の目的は工農兵学
員への支援となり，支援の範囲は部分から学生全体に
まで拡大された。
文化大革命の後，中国では社会主義市場経済に応え

る新時期を迎えた。教育も徐々に回復し，関連する法
律と制度の制定も積極的に実施された。学生支援に関
しては，教育部，財政部，国家労働局により１９７７年１２
月１７日に「普通高等教育機関，中等専門学校及び技術
学校において人民助学金制度の実施について」とする
政策が発表された。この通知では，大学生の構成を分
類し，経済支援の範囲を全体支給から部分支給へと変
更した。この制度は１９８２年まで実施され続けた。

Ｂ．第２段階（１９８３年～１９９８年）

第２の段階である１９８３年から１９９８年は，中国高等教
育の試行改革段階である。政治状況が徐々に安定する
に伴い，経済発展のための，人材の養成が高等教育の
任務となっていた。国や社会の経済成長の戦略から公
的資金を集中的に用いて，才能のある若者を全面的に
支援した。そのため，学生への経済支援に関する改革
が頻繁に行われ，経済支援も充実されてきたのであっ
た。主な政策及び文件が表２の通りである。
１９８３年７月１１日に発表された「普通高等教育本科，
専科学生人民助学金暫定方法と普通高等教育本科，専
科人民奨学金試行方法に関する通知」により，それま
での「授業料免除＋人民助学金」という経済支援政策
が，「授業料徴収＋多元的な経済支援」へ改革し始め

表２ 第２段階で主な政策及び文件

年月日 主な政策及び文件名 主な内容

１９８３年７月１１日 「普通高等教育本科，専科学生人民助学金暫定方法と普通高等教
育本科，専科人民奨学金試行方法に関する通知」

１９８３年 人民奨学金の設立

１９８６年 「普通高等教育機関の人民助学金と学生貸与制度に関する改革に
ついて」

授業料徴収＋多元的な経済支援

１９８７年７月 普通高等教育機関本科，専科学生に対する奨学金の実施につい
て」

奨学金の廃止，優秀学生奨学金・専攻奨
学金・定向奨学金の設立

１９８７年７月 「普通高等教育機関本科，専科学生に対する貸与制度について」 無利子貸与奨学金の実施

１９８９年 「普通高等教育機関における授業料，雑費及び学寮費徴収の規定」 大学授業料無償化の廃止

１９９３年 「中国教育改革と発展綱要について」 エリート大学を中心に授業料徴収の開始

１９９３年７月 「高等教育機関における貧困学生に対する経済支援の通知」 貧困学生への支援

１９９３年８月 「高等教育機関における勤工助学に関する意見」

１９９４年 「普通高等教育機関における勤工助学基金の設立について」

１９９５年 給付奨学金，貸与奨学金，授業料免除に関する意見の発表 「奨・貸・助・補・減」

出典：各年版『人民日報』から作成
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たと見られる。これは学生数の増加に伴う経済支援政
策の変更であった。
１９８３年から１９８６年にかけて，新たに人民奨学金が設
立された。このため従来の人民助学金政策は，受給人
数の比率が減少し，人民助学金と人民奨学金が併存す
ることから人民奨学金が中心となる経済支援政策に変
更した。これは学生全体を対象に区別なく支援するこ
とと異なり，低所得層の学生，あるいは，学業成績の
良い学生を重点的に支援する政策である。また，建国
後以降，授業料免除制度が３０年近く実施されてきたわ
けだが，「委託生」２）と「自費生」３）の募集によって一
元的な募集制度から多元的な募集制度へと変更され，
それに応じて授業料の徴収も行われることとなった。
この変更は，経済支援を一律に実施するのは必ずしも
公平とは言えず，それぞれの学生の状況によって重点
的に支援したほうがむしろ効率性が高いと考えられた
ためである。
１９８７年から１９９３年にかけて，大学生経済支援政策は
更なる改革が行われた。１９８６年に国務院は「普通高等
教育機関の人民助学金と学生貸与制度に関する改革に
ついて」の規定を発表し，１９８７年７月に国家教育委員
会４）と財政部が「普通高等教育機関本科，専科学生に
対する奨学金の実施について」，「普通高等教育機関本
科，専科学生に対する貸与制度の実施について」を発
布した。この三つの通知は，助学金の廃止を行う一方
で，優秀学生奨学金５），専攻奨学金６），定向奨学金７）と
いう三つの奨学金制度を設立し，貧困家庭学生に対し
ては，国が無利子助学ローンを提供することが規定さ
れた。１９８８年からは物価上昇の影響で，学生生活費が

増え，大学生活困難に直面する学生が増加し始めた。
この状況に対して政府は，学生生活補助の形での経済
支援を行った。またこの時期には，社会からの支援も
増え，学生経済支援が多様化してきた。
１９８９年に国家教育委員会，国家物価局，財政部が

「普通高等教育機関における授業料，雑費及び学寮費
徴収の規定」を発表することによって，大学授業料の
無償化が完全に廃止され，経済支援も給付から貸与へ
と変換するという新たな経済支援政策が形成されてき
た。１９９０年代に入って各高等教育機関が地元政府の承
認を得て独自に授業料の額を設定できるようになる
と，授業料は一挙に高騰した。それに伴い，農村部出
身の学生など経済的に進学が困難な学生に対して，授
業料の免除や各種奨学金の支給などの支援策が取られ
てきた。政府が１９９３年に発表された「中国教育改革と
発展網要について」に基づいて１９９４年から全国３７校の
エリート大学を中心に授業料徴収が試行された。大学
生への経済支援政策はそれに対応して，１９９３年７月，
国家教育委員会と財政部は「高等教育機関における貧
困学生に対する経済支援の通知」，同年度８月に「高
等教育機関における勤工助学に関する意見」，１９９４年
には国家教育委員会が「普通高等教育機関における勤
工助学基金の設立について」，１９９５年に給付奨学金，
貸与奨学金，授業料免除に関する意見などという一連
の規定が発表され，「奨・貸・助・補・減」の支援シ
ステムが形成された。主な内容は①奨：学業成績が良
く，低所得出身の学生を支援するために国家奨学金が
設立された。また，専攻奨学金の受給金額を上げた。
②貸：学資貸与制度を整備し，より多くの学生を支援

表３ 第３段階で主な政策及び文件

年月日 主な政策及び文書 主な内容

１９９９年９月 「国家助学ローンに関する管理規定」 ８都市で試行

１９９９年９月 全国学生助学ローン管理センターの設置

１９９９年１２月２３日 「助学ローン管理に関する意見について」 担保条件の緩和

２０００年８月 「助学ローン管理に関する補充意見について」 全国範囲で実施

２０００年８月２４日 「助学ローン管理方法について」 貸与期間の緩和

２００１年６月２０日 「助学ローン不良貸与による関連問題の規定」

２００２年９月１日 国家奨学金の実施

２００４年 「国家助学ローンに関するさらなる改善意見について」 返還期間の延長やリスク補填金の規定

２００５年 国家助学金・国家奨学金の実施

２００５年７月 入学者に「学生ローン申請手引き」の無料配布

２００７年 「国家奨学金・国家励志奨学金・国家助学金選抜に関する通知」

出典：各年版『人民日報』から作成
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するために金融機関を導入しようとしていた。③助：
１９９５年から国務院の予備金から１．１７３５億元を貧困学生
勤工助学基金として教育部所属の３６９校に分配した。
また，各大学にも毎年の予算から勤工助学基金を確保
することを要求した。④補：大学生活において経済的
に最も苦しんでいる学生に特困補助を支給した。⑤
減：貧困学生に授業料免除を実施した。

Ｃ．第３段階（１９９９年～現在）

１９９９年から現在に至る第３の段階は，中国高等教育
が拡大を遂げた段階である。大学入学が容易になり，
学力よりも経済的要因が大学進学の可否の要因となっ
ている。授業料の上昇に伴い，家計困難な学生をどの
ように支援するのかについて，社会からの関心が高
まった。しかし，財政難で給付奨学金の増加に限界が
あるという背景で，給付奨学金から貸与奨学金への転
換をしようとするために，助学ローンに関する改善が
頻繁に行われることが特徴である。以下では給付奨学
金と貸与奨学金の二つに分けてその変遷を整理する。
主な政策及び文件は表３の通りである。

１．給付奨学金について

２００２年９月１日から国家奨学金が実施され始めた。
これは，全国普通高等教育機関に在学する家庭的に経
済困難な学生のうち，学業成績が優秀な全日制本科・
専科学生を支援対象とした。毎年４５，０００名の学生が支
援を受け，それには二つの等級が設けられている。一
等奨学金は１０，０００名で最も優秀な学生に，受給者ごと
に毎年６，０００元を支給する。二等奨学金は３５，０００名の
学生に毎年４，０００元を支給する。国家奨学金の受給者
は全員同年度の授業料が免除される。
２００５年から，国家奨学金は国家助学奨学金に変更さ
れ，支援総額は２億元から１０億元まで拡大した。国家
助学奨学金は助学金と奨学金の二つの部分からなって
いた。両者とも全国国公立全日制普通高等教育機関に
在籍する学生が対象であるが，前者（助学金）は家庭
の経済状況が苦しい本科・専科学生を対象とする支援
であり，受給者は平均毎月２，０００元の生活費が給付さ
れる。一方，後者（奨学金）は学業成績が最も良い学
生を対象とする経済支援である。受給者は毎年８，０００
元が給付され，支援人数は５０，０００人である。
２００７年に「国家奨学金・国家励志奨学金・国家助学
金選抜に関する通知」が出され，国家励志奨学金が創
設されたこれは学業成績が良く，かつ貧困学生を対象
とした。これによって大学生への経済支援は一層の強

化，充実が図られた。

２．貸与奨学金について

国家助学ローンは政府から金利補助の利点があるた
め，最も重要な貸与方式となっている。
１９９９年９月に中国人民銀行８）・教育部・財政部など
の各部門が「国家助学ローンに関する管理規定」とい
う公文を国務院の承認をうけて発表した。主な内容は
国家助学ローンを北京，上海など８大都市の中央教育
部に所属する大学で試行することであった。中国工商
銀行９）が国家助学ローン業務を担当し，利子率の５０％
は政府の財政から出てくる。しかし，担保条件が付い
ているため，これは貧困学生が申請時の大きな壁と
なっていた。また，学校が担保人であることを要求さ
れたが，担保責任に対して学校の無力さを現すことに
なった。貸与リスクに関しては，助学ローンが回収で
きない場合に，学校は助学ローンの６０％を支払い，学
生助学ローン管理センターは４０％を支払うことが要求
された。貸与リスクを学校も負わなければならないた
め，学校が積極的に取り組まなかった。
１９９９年９月に中国人民銀行・教育部・財政部は全国
助学ローン調和グループと連合して，教育部内に全国
学生助学ローン管理センターを設置した。各省，自治
区なども管理機構を指定した。実際の利用状況につい
ては，８大都市で１万人の学生が申請の手続きを済ま
せていたが，採択条件に達していないため，最終的に
は６００人しか給付されなかった。
助学ローン事業の進展が難航するにあたって，１９９９

年１２月２３日に中国人民銀行・教育部・財政部は，「助
学ローン管理に関する意見について」の文書を発表し
た。学資貸与は国家助学ローンと一般商業性助学ロー
ン１０）の二つの部分からなっている。国家助学ローンに
ついては，国家助学ローン実施面での問題を改善し，
学生は信用担保の形で国家助学ローンを申請できるよ
うになった。これにより担保人がいないという理由で
国家助学ローンを申請できない問題が解決された。ま
た，学校も担保責任がなくなり，貸与リスクも分担し
ないことがと規定された。さらに，農村信用社１１）も積
極的に助学ローン事業に参加させ，学生の出身地で学
生，あるいは両親に担保つきの助学ローンと信用助学
ローンを実施するように呼び掛けていた。
２０００年８月には，中国人民銀行・教育部・財政部が

「助学ローン管理に関する補充意見について」の文書
を発表した。この結果，国家助学ローンの実施は８大
都市から全国範囲まで拡大し，中国工商銀行のほかに
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中国農業銀行，中国銀行，中国建設銀行も加わって国
家助学ローン事業の展開に携わるようになった。申請
対象は全日制本科・専科学生から大学院生まで拡大し
た。８月２４日に中国人民銀行は「助学ローン管理方法
について」を発表した。これは助学ローンの貸与期間
は８年を超えないとすることを原則とし，卒業後４年
以内の返還を義務づけ，延期については，借りる側と
貸す側が相談した上で決められる。また助学ローンの
利子率は中国人民銀行が規定した貸与利子率によって
実施され，固定利子がとられる。
２００１年６月２０日に中国人民銀行・教育部・財政部が
主催する全国国家助学ローン業務に関する会議の中
で，新たな政策が出された。それまで一つの大学が一
つの銀行に限って業務連携の規定を廃止し，国家助学
ローンの業務によって複数の銀行と連携できるように
なった。
国家助学ローンの実施に関しては大きく改善された

のは２００４年のときであった。第一に，返還期間につい
ては，学生の就職状況によって，卒業後１年もしくは
２年の期間で返還が始まり，６年以内に全部返還する
ことへ変更された。第二に，学生の在学中に発生する
利息は全部政府が負担することになった。第三に，国
家助学ローンを実施する銀行はそれまで政府の指定で
あったが，政府が国家助学ローン管理センターに委託
して入札募集の形で実施銀行を決めることへ変更し
た。国家助学ローンリスク分担体制を作るべく，一定
の比率で政府と大学は銀行にリスク補填金を渡す。こ
のリスク補填金は所管政府と大学が５０％ずつ負担し，
ローンの返済状況と関係なく，銀行に支給される。こ
うして，政府・大学・銀行の三者にリスクを分担さ
せ，国家助学ローンの発展を推進する政策がとられた
のである。
実際表４をみると，２００４年に国家助学ローンに関す

る制度面の改善が実施されて以来，国家助学ローンの
利用者は２００４年前より広がっていたことがわかる。こ
の２年間は，利用人数にしても利用金額にしても，国

家助学ローンが実施する７年間で一番よく利用される
時期であった。制度面での改革は実施面で反応され，
国家助学ローン事業が推進されてきた。
国家助学ローンの未返還問題に対して新たに出した

助学ローンが生源地助学ローンである。在籍地にある
信用社で学生の保護者が助学ローンを申請し，最高貸
与金額は６，０００元となっている。学生が卒業して進路
が不明であっても，銀行が保護者の家計状況を把握で
きるため，未返済の心配が最低限となった。

３．経済支援システムの概要（２０１０年現在）

経済支援政策は時代と共に様々な変化を遂げた。現
在，給付奨学金だけでなく，貸与奨学金も含め，多様
な経済支援システムが形成されている。表５は２０１０年
現在主に実施している経済支援プログラムのまとめで
ある。
国家奨学金，国家励志奨学金と大学独自奨学金はい

ずれも学業成績を重視するため，タイプ Aの奨学金
である。国家奨学金は受給金額が最も高く，学業成績
を基準とし，優秀な学生を奨励する目的である。大学
独自奨学金の受給金額と人数が各大学によって違う
が，学業成績要因と家計状況要因を併せて受給者を決
める。
国家助学金と貧困学生手当ては受給金額が低いが，

表４ 国家助学ローンの実施状況

年 度
実施状況

１９９９年～２００６年６月

２００４年６月～２００６年６月

申請人数（万人） ３９５．２ ２１１．１

採用人数（万人） ２４０．５ １５４．３

申請金額（億元） ３０５．６ １７１．８

支給金額（億元） ２０１．４ １３１．７

出典：『中国教育報』２００６年８月２４日付け第１３版

表５ 経済支援システムの概要（２０１０年現在）

種類 タイプ１）プログラム 基 準
受給者数
（万人／年）

受給金額
（元／年）

給付

タイプ
Ａ

国 家
奨 学 金

学業成績が優秀
な学生

５ ８，０００

国家励志
奨 学 金

学業成績が良く，
家計困難な学生

５１ ５，０００

大学独自
奨 学 金

各分野で優秀な
学生

－ －

タイプ
Ｂ

国 家
助 学 金

家計状況が苦し
い本科・専科学生

３４０ ２，０００

貧困学生
手 当

地域の最低生活
保障ラインを下
回る学生

５３ １，５００

貸与
タイプ
Ｃ

国家助学
ロ ー ン

学業継続のため，
経済支援を求め
る学生

学生数の
２０％

６，０００２）

生源地助
学ローン

進学費用に苦し
んでいる学生

上限なし ６，０００２）

注１：タイプの類型については図１を参照。
注２：最高金額は６，０００元。
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受給人数が多い。ニードを重視する奨学金であり，タ
イプ Bに含まれる。家計困難な学生が優先に受給す
る。
国家助学ローンと生源地助学ローンはタイプ Cの

貸与奨学金であり，受給金額が高い。
その他には，入学時に授業料を払えない学生を対象

に「グリーンチャンネル」を設け，授業料を払わずに
入学できるような政策もある。これは家計困難で進学
断念の学生を最小限に抑える目的である。また，ワー
クスタディー，一般商業銀行助学ローンや非常時生活
手当など，様々支援プログラムを有する。ただし，支
援プログラムの特殊性に鑑み，本稿の分析ではこちら
の支援を扱わない。

４．経済支援制度の実証分析―地方Ａ大学の事例―

中国では，所得格差と地域格差が広がっている。表
６のように，都市部であれ，農村部であれ，一人当た
りの収入が年々増えたが，都市部と農村部の収入差額
も年々拡大した。現在普通高等教育機関の年間平均授
業料は５，０００元であり，共働きの家庭（２００６年の場合）
を想定すると，授業料が都市部家計の３割，農村部家
計の７割を占める。農村部出身学生の家計にとって，
授業料がいかに大きな負担なのかが明確であり，経済
支援の必要度も最も高いと考えられる。本稿では，農
村部出身の学生が最も多く，中国高等教育拡大の担い
手である地方大学に目を向け，経済支援の実態を把握
する。

Ａ．データ

本稿で用いたデータは，筆者が２００８年６月に中国河
北省の地方 A大学で行ったアンケート調査（「大学生
経済支援状況に関する調査」）のデータである。河北
省の主な産業は農業であり，農業人口は全国平均より

も高い。省１人当たりの平均収入は全国の平均水準に
当たる。A大学は省レベルの重点大学であり，中小都
市に立地している。全国を対象に学生募集を行ってい
るが，河北省出身の学生が圧倒的に多く，経済的支援
を求める学生が多い。質問紙９５０部を配布し，８９２部を
回収した。有効回答数は８２１部である。調査対象には
独立学院１２）も含まれたが，独立学院は民営大学に区分
され，本稿で扱うデータには独立学院のデータが除い
ている。そのため，分析に用いるデータのサンプル数
は６０３である。そのうち，農村部出身の学生が７割を
占める。

Ｂ．経済支援の実施状況

表７より経済支援の利用状況をみると，A大学にお
いては，受給ゼロが２９４人（４５％）であり，５５％の学
生が何らかの形で経済支援を受けていることがわか
る。受給一つの学生が１９２人（３２％）と一番多く，２２％
の学生が二つ，あるいは二つ以上の経済支援を受けて
いる。つまり，A大学の過半数の学生が経済支援を受
けているのである。
各経済支援の受給状況をまとめたのが表８である。

タイプ A（給付／学業成績）に該当するのは三種類あ
るが，どれも学業成績を重視するため，申請率が低い。
個別にみると，国家奨学金の採用率が最も低く，大学
独自奨学金の採用率が比較的高い。受給率が低い一方
で，国家奨学金と国家励志奨学金の平均受給金額は高
い。学生を育英する目的が最も強い経済支援プログラ
ムである。大学独自奨学金は各大学の財源と深く関連
するため，大学ごとに受給者数と金額がそれぞれ違
う。地方 A大学では，受給率が低く，受給金額もそ
れほど高くない。これは地方大学が抱える財源不足と
関連するのである。
タイプ B（給付／ニード）の場合，受給金額はそれ

ほど高くないが，申請率・採用率・受給率はいずれも

表６ 一人当たり収入平均金額（元）

年度 都市部 農村部 収入差額１）

２００１ ６，８５９．６ ２，３６６．４ ４，４９３．２

２００２ ７，７０２．８ ２，４７５．６ ５，２２７．２

２００３ ８，４７２．２ ２，６２２．２ ５，８５０．０

２００４ ９，４２１．６ ２，９３６．４ ６，４８５．２

２００５ １０，４９３．０ ３，２５４．９ ７，２３８．１

２００６ １１，７５９．５ ３，５８７．０ ８，１７２．５

注１：収入差額＝都市部－農村部
出典：『中国統計年鑑』

表７ 経済支援の利用数

経済支援利用数 利用人数（人） 比率（％）

受給ゼロ ２７４ ４５

受給一つ １９２ ３２

受給二つ １０１ １７

受給三つ＆三つ以上 ３１ ５

無回答 ５ １

合計 ６０３ １００

注：「大学生経済支援状況に関する調査」のデータから作成。（以下
同様）
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高い水準となっている。つまり，タイプ Bの奨学金
は金額的には不十分であるものの，給付されやすい奨
学金である。受給金額が低いゆえに，大学生活に大き
く寄与するとは言いがたいが，貧困学生手当てについ
ては，A大学の学生支援担当者の話によると，一年間
に在学学生数の半数が受給できる。ニードベースの給
付奨学金が地方大学経済支援の特徴であり，学校財源
の制限から，多くの学生を支援するために，タイプ B

の支援策を重視するといえる。
タイプ C（貸与／ニード）の場合，受給金額が高い

が，受給率が非常に低いため，あまり利用されていな
いことがわかる。国家助学ローンなどの貸与奨学金政
策が家計負担の緩和と進学格差の是正に大きく期待さ
れ，政策上の見直しが頻繁に行われた。全体的に利用
者数が拡大し続ける一方で，地方の大学においては，
少なくとも今回の調査校である A大学の場合，貸与
奨学金の利用者数が非常に少ないことが明らかになっ
た。政策として貸与奨学金の貸与金額が高く，学生の
修学を促進しようとにもかかわらず，地方大学の場
合，必ずしも予測通りに貸与奨学金の利用が進んでい
るとは言えない。

Ｃ．学生の生活状況

経済支援は学生の生活にどのような役割を果たして
いるのか。学生の毎月の収支状況からその生活状況に
ついて把握する。
表９は奨学金の受給者類型別にみる毎月の収支金額

をまとめたものである。まずは支出をみよう。授業料
と寮費があまり差がないが，他の支出のいずれにおい
ても，受給しない学生のほうが経済支援の受給者より

支出が多い。経済支援の受給者が食費，勉学費や娯楽
費などを控えていることが考えられる。また，受給者
のうち，三つ＆三つ以上の学生は食費と勉学費にお金
をかけ，娯楽費や日常費にかける金額が一番少ない。
次は収入である。受給しない学生のほうが経済支援の
受給者より両親や親戚からお金を多くもらい，アルバ
イトもあまりしない。一方，経済支援を受給すればす
るほど，両親や親戚からの援助が少なく，アルバイト
収入が多くなる。
すなわち，毎月の支出から見れば，経済支援を受給

しない学生は，両親からの仕送りで生活し，あまりア
ルバイトを携わらない。支出の各項目においても，よ
くお金を使う。
これに対し，経済支援を受給する場合，日常全ての

支出を控えめにし，特に受給数が多ければ多いほど，
食費と勉学費以外の支出が非常に低くなる。両親から
の仕送りが少なく，アルバイトで収入を稼いで自力で
大学生活を支えるグループである。
表１０は表９によって計算した毎月収支合計金額のま

とめである。中国では授業料と寮費が年一回まとめて
支払う金額であるため，毎月生活費に入れない考えを
もつ学生が多い。しかし，大学費用の一部として無視
できない金額であるため，授業料と寮費を月額に換算
して合計に入れてみた。まずは授業料・寮費・奨学金
を除く場合（①），受給しない学生は収支のバランス
をとれて，預金も残る。ただし，受給しない学生は本
当に生活に困らないのか，それとも経済支援を利用し
ないのか。図２は受給者類型別にみる毎月収入合計の
分布である。この表をみると，受給しない学生は受給
者より高収入者が多いが，１５％の学生が毎月収入４００

表８ 各経済支援の申請・利用状況

種類 タイプ１） プログラム 基 準
申請率
（％）２）

採用人数
（人）

採用率
（％）３）

受給率
（％）４）

平均受給金額
（元／年）

給付

タイプ
Ａ

国家奨学金 学業成績が最もよい学生 １４．８ １１ ２２．０ １．８ ３，１１２

国家励志奨学金 学業成績がよく，貧困学生が対象となる １３．５ ２１ ４１．２ ３．５ ４，３７５

大学独自奨学金 各分野で優秀な学生 １３．６ ５４ ７９．４ ９．０ ４９６

タイプ
Ｂ

国家助学金 家計状況が苦しい本科・専科学生 ３２．６ １３６ ８１．９ ２２．６ １，７１０

貧困学生手当 地域の最低生活保障ラインを下回る学生 ４６．０ ２１９ ８８．３ ３６．３ ６７６

貸与
タイプ
Ｃ

国家助学ローン 学業継続のため，経済支援を求める学生 １４．３ ２４ ４３．６ ４．０ ３，４３１

生源地助学ローン 進学費用に苦しんでいる学生 ６．２ ９ ３９．１ １．５ ４，５０６

注１：タイプ類型については図１を参照。
注２：申請率＝申請者／全体学生数×１００
注３：採用率＝採用者／申請者×１００
注４：受給者＝採用者／全体学生数×１００

１０８ 東京大学大学院教育学研究科紀要 第５０巻 ２０１０



元以下である。彼らが合計収入の平均よりも低い生活
をしていることが分かる。つまり，受給しない学生は
確かに毎月の生活に困らない学生が多い。しかし，収
入が少なく，奨学金を利用しない学生がいることを確
認した。一方，経済支援を受給する学生は，収支差額
がマイナスとなり，収支のバランスが取れていない。
奨学金の収入がなければ，厳しい生活が続く可能性が
ある。しかも，受給三つ＆三つ以上の学生は最も収支
差額が大きく，奨学金の必要度がとても高いと考えら
れる。次は授業料・寮費を除き，奨学金は収入合計金
額に入れる場合（②），収支差額はバランスがとれる

ようになった。奨学金をもつことによって，大学生活
に余裕が出るようになった。最後に授業料・寮費・奨
学金を全部含む場合（③），収支差額が全てマイナス
の結果がみられ，授業料と寮費が非常に高額であるこ
とがわかる。また，奨学金を受けることによって，収
支の差額が多少縮まったが，根本的に収支のバランス
が取れない。
つまり，毎月の支出に授業料と寮費が除く場合，経

済支援を受給しない学生にとって，一部が家計裕福の
ため，経済支援が必要ではない。一方，経済支援を受
給する学生にとって，経済支援があるかないかによっ
て，彼らの生活に大きく影響する。経済支援を受ける
ことによって，収支のバランスが取れ，生活の余裕が
ある程度出てくる。しかし，授業料と寮費の費用が大
きいため，収入に加えたら，奨学金をうけても収支の
バランスが取れない。いわゆる，各奨学金の受給金額
は高くにしても，生活を補助する程度の金額であり，
大学の費用を全部負担できるわけではない。

おわりに

本稿では，中国における大学生への経済支援政策の
変遷を調べ，地方大学に焦点を当て経済支援の利用状

表１０ 毎月収支金額の合計（単位：元）

合 計

受給タイプ

①授業料・寮費・奨学金を除く場合
②授業料・寮費を除き，奨学金は収
入金額に含む

③授業料・寮費・奨学金を含む場合

支出合計 収入合計 収支差額１） 支出合計 収入合計 収支差額１） 支出合計 収入合計 収支差額１）

受給ゼロ ５６２．９ ６２０．７ ５７．８ ５６２．９ ６２０．７ ５７．８ １，０３４．６ ６２０．７ －４１３．９

受給一つ ４６５．５ ４４９．２ －１６．３ ４６５．５ ５４１．７ ７６．２ ９３２．２ ５４１．７ －３９０．５

受給二つ ４５３．５ ４４３．１ －１０．４ ４５３．５ ７００．６ ２４７．１ ９１８．２ ７００．６ －２１７．６

受給三つ＆三つ以上 ４３６．１ ３９９．６ －３６．５ ４３６．１ ８４３．０ ４０６．９ ９１５．７ ８４３．０ －７２．８

平均値 ５０５．２ ５２１．７ １６．５ ５０５．２ ６１０．１ １０４．９ ９７４．３ ６１０．１ －３６４．２

注１：収支差額＝収入－支出

表９ 毎月の収支金額（単位：元）

支 出 収 入

授業料 寮費 食費 勉学費 娯楽費 通信費 他の日常費 両親の仕送り 親戚の援助 アルバイト収入 その他 奨学金

受給ゼロ ４１２．９ ５８．８ ３０７．２ ６５．１ ６９．１ ５６．２ ６５．３ ５６１．４ ２３．６ ２５．３ １０．３ ０．０

受給一つ ４１７．３ ４９．４ ２７１．１ ５４．７ ４７．１ ４３．１ ４９．５ ３９８．６ １１．５ ２９．８ ９．４ ９２．５

受給二つ ４１６．３ ４８．４ ２６８．３ ５０．８ ５０．６ ３６．０ ４７．９ ３７０．３ ７．５ ４２．９ ２２．３ ２５７．５

受給三つ＆三つ以上 ４２７．５ ５２．２ ２７４．４ ５８．５ ２９．３ ４３．３ ３０．６ ２８２．４ ８．０ ８２．０ ２７．２ ４４３．４

平均値 ４１５．６ ５３．６ ２８６．７ ５９．０ ５６．４ ４７．８ ５５．２ ４５８．５ １６．７ ３３．６ １２．９ ８８．４

図２ 受給者類型別にみる月収合計金額（授業料・寮
費・奨学金を除く場合）

中国における大学生への経済支援制度 １０９



況を考察した。
中国の経済支援政策は時代の変化に従い，新たな意

味が付けられ，新たな役割も与えられた。第１段階で
は，高等教育はまだエリート段階であり，学生全員を
奨励するために奨学金を与えた。タイプ Aの奨学金
がこの段階でメインであった。次の第２段階では，経
済発展のために，人材養成が社会から大学に与えられ
た使命となった。高等教育が発展し始まり，教育の機
会均等に対する考え方も変わり，全員支援から部分支
援に変わった。また，授業料無償化の廃止によって，
学業優秀で家計困難な学生を支援するために，タイプ
B，さらにタイプ Cの経済支援が実施し始めた。第３
段階では，高等教育が拡大され，教育機会を保障する
ために，タイプ Cの貸与奨学金利用の拡大と見直し
が特徴となった。同時にタイプ Aとタイプ B奨学金
も充実され，多様な経済支援システムが形成された。
地方 A大学の調査を通して，地方大学は主にタイ

プ Bの経済支援を行われ，タイプ C貸与奨学金の利
用者が非常に少ないことが明らかになった。貸与奨学
金の利用を拡大するために，政策上の見直しが頻繁に
行うにもかかわらず，地方大学では依然として利用者
が少ない。
また，経済支援を受けない学生の大部分は親の仕送

りが主な収入源で，余裕のある大学生活できる。しか
し，収入が少ないにもかかわらず，経済支援を受けな
い学生もいる。経済支援が必要であるものの，利用し
ない理由については更なる分析が必要と考えられる。
一方，経済支援を受ける学生は家計が厳しいゆえに，
親の仕送りが少なく，支出を控え，アルバイトしなけ
ればならない。奨学金の受給により，収支のバランス
が取れ，経済支援政策は彼らにとって意味が大きい。
ただし，経済支援の金額は，高騰な授業料を含めた大
学費用を満たすには不十分である。
以上，地方大学の事例を通し，経済支援が家計困難

な学生に大きな役割を果たす一方，貸与奨学金の低利
用度の実態を明らかにした。経済支援が多様化してい
るが，地域の多様化と学生の多様化に応じた経済支援
の改善が求められている。

（指導教員 山本 清教授）

注

１）大躍進段階は社会主義改造済みの中国にて，マルクス主義の原

則でありながら，数年間で経済的に米英を追い越すことを目的

に，農工業の大増産政策を施行した時期である。しかし，農村の

現状を無視し，三年自然災害も重なった結果，大勢の餓死者を出

し失敗に終わった。

２）「委託生」は委託先が大学費用を出資してもらい，卒業後に委

託先で就職する学生を指す。

３）「自費生」は私費で修学する学生を指す。８０年代までは，大学

生全員は授業料が無償だった。８０年代以降は，私費での入学枠を

設け，学生募集が多元となった。

４）国家教育委員会は現在の教育部に相当する機関である。１９９７年

から教育部に改称した。

５）優秀学生奨学金の対象者は多面に優れている学生である。受給

金額は三つのランクに分ける。一等奨学金は一人当たり年間３５０

元で，在籍学生数の５％が受給する。二等奨学金は一人当たり年

間２５０元で，在籍学生数の１０％が受給する。三等奨学金は一人当

たり年間１５０元で，在籍学生数の１０％が受給する。

６）専攻奨学金は師範，農林，民族，体育と航海専攻学生向けの奨

学金である。一等専攻奨学金は一人当たり年間４００元で，在籍学

生数の５％が受給する。二等専攻奨学金は一人当たり３５０元で，在

籍学生数の１０％が受給する。三等専攻奨学金は一人当たり２００元

で，８５％の学生が受給できる。

７）定向奨学金は卒業後辺境地域や貧困地域での就職を希望する学

生，あるいは鉱業や水利などの業界で就職を希望する学生のため

に，設置された奨学金である。年間一人当たりの受給金額基準は，

一等が５００元，二等が４５０元，三等が４００元である。

８）中国人民銀行は中国の唯一の中央銀行である。金融市場を主管

する政府機能を持つ。

９）中国工商銀行は中国建設銀行，中国銀行，中国農業銀行ととも

に中国四大商業銀行の一社である。

１０）一般商業性助学ローンは銀行など民間の金融機関が学生本人，

あるいは保護者を対象に，学費などの支払のための助学ローンで

ある。政府保証がついていない。

１１）農村信用社は中国農村部に展開する金融機関である。農民が個

人で融資を受ける。

１２）独立学院は修士学位の授与権を持つ大学が開設し，民営の教育

機関である。２００９年現在，全国で３１８校を数える。
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